
 
 

 

 

総  務  課 

 

港区特別職報酬等審議会答申（概要） 

 

１ 区議会議員の議員報酬及び特別職の給料 

  据置きとする。 

（令和３年職員の給与等に関する報告及び勧告 月例給の改定を行わない。） 

 

  （参考）現在の区議会議員の議員報酬 

区 分 月 額 

議長 ９０２，６００円 

副議長 ７８０，２００円 

委員長 ６４９，８００円 

副委員長 ６２２，７００円 

議員 ６１０，７００円 

 

現在の特別職の給料 

区 分 月 額 

区長 １，２４９，５００円 

副区長 １，００４，８００円 

教育委員会教育長 ９３３，６００円 

 

 

２ 区議会議員及び特別職の期末手当 

  年間支給月数を０．１５月引き下げる。 

（令和３年職員の給与等に関する報告及び勧告 △０．１５月） 

 

（参考）支給月数内訳 

支給月 ６月 １２月 ３月 合計 

現行の年間支給月数 １.８０月 １.９０月 ０.２５月 ３.９５月 

引下げ 

月数 

令和３年度 ― ― △０.１５月 

△０.１５月 令和４年度

以降 
△0.075 月 △0.075 月 ― 

  

改定後の

年間支給

月数  

令和３年度 １.８０月 １.９０月 ０.１０月 

３.８０月 令和４年度

以降 
１.７２５月 １.８２５月 ０.２５月 

    ※実施時期 令和３年度は条例の公布の日。令和４年度以降は令和４年４月１日

から実施 

令和３年１１月２９日 資料№９ 
総 務 常 任 委 員 会 



令和３年１１月２９日 資料№９－２
総   務   常   任   委   員   会
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１ はじめに 

本審議会は、令和２年７月８日、港区特別職報酬等審議会条例第２条第３項の規定に基

づき、港区長から、区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに区長、副区

長及び教育委員会教育長（以下「特別職」という。）の給料、旅費、通勤手当、期末手当

及び退職手当の額並びに政務活動費の額の適否等について諮問を受けた。 

今般、令和３年１０月２０日の特別区人事委員会の職員の給与等に関する報告及び勧

告（以下「特別区人事委員会勧告」という。）で、民間従業員との給与の比較結果に伴い、

職員の月例給の改定は行わず、特別給（期末手当・勤勉手当）のうち期末手当の支給月数

の引下げが示されたことを受け、本審議会では、諮問事項のうち、区議会議員の議員報酬

及び特別職の給料、区議会議員及び特別職の期末手当の額の適否等について審議し、答申

をすることとした。 

本審議会の各委員は、区民の代表としての自覚と責任のもと、特別区人事委員会が実施

した民間給与実態調査の内容について、港区の財政状況や新型コロナウイルス感染症の

感染拡大によるまちの実態を踏まえ、幅広い視野に立ち、公正かつ客観的な立場から、闊

達な議論と慎重な審議を行った。 

 

 

２ 区議会議員の議員報酬及び特別職の給料並びに区議会議員及び特別職の期末手当の現状 

（１）区議会議員の議員報酬及び特別職の給料の現状 

現在の区議会議員の議員報酬及び特別職の給料の額は、次のとおりとなっている。 

 

ア 区議会議員の議員報酬 

  区分 月額 

議長 ９０２，６００円 

副議長 ７８０，２００円 

委員長 ６４９，８００円 

副委員長 ６２２，７００円 

議員 ６１０，７００円 

 

イ 特別職の給料 

区分 月額 

区長 １，２４９，５００円 

副区長 １，００４，８００円 

教育委員会教育長 ９３３，６００円 
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（２）区議会議員及び特別職の期末手当の現状 

 区議会議員及び特別職の期末手当の支給月数は、３．９５月であり、各支給月の内訳 

は次のとおりとなっている。 

支給月 ６月 １２月 ３月 合 計 

支給月数 １.８０月 １.９０月 ０.２５月 ３.９５月 

 

 

３ 区議会議員及び特別職の報酬等を取り巻く諸状況 

（１）社会経済動向について 

景気動向に関し、内閣府月例経済報告によると、景気は、令和３年２月には「新型コ

ロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にあるなか、持ち直しの動き

が続いているものの、一部に弱さがみられる。」とされ、５月には「新型コロナウイル

ス感染症の影響により、依然として厳しい状況にあるなか、持ち直しの動きが続いてい

るものの、一部で弱さが増している。」とされている。 

その後、９月及び１０月には「新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として

厳しい状況にあるなか、持ち直しの動きが続いているものの、そのテンポが弱まってい

る。」とされ、先行きについては、「感染拡大の防止策を講じ、」若しくは「感染対策を

徹底し、」と違いはあるものの、「ワクチン接種を促進するなかで、各種政策の効果や海

外経済の改善もあって、景気が持ち直していくことが期待される。ただし、サプライチ

ェーンを通じた影響による下振れリスクに十分注意する必要がある。また、国内外の感

染症の動向や金融資本市場の変動等の影響を注視する必要がある。」とされている。 

 

（２）特別区人事委員会勧告について 

令和３年１０月２０日の特別区人事委員会勧告の主な内容と職員の給与及び特別給

改定の状況 

特別区人事委員会勧告は、月例給については、「職員の給与が民間従業員の給与を 

９４円（０．０２％）上回っている状況である。しかしながら、この較差は僅少であり、

おおむね均衡していると言えるものであって、給料表や諸手当の適切な改定を行うこ

とが困難であることから、月例給の改定を行わないことが適当と判断する。また、特別

給（期末手当・勤勉手当）の年間支給月数については、民間の特別給（賞与）の支給割

合を考慮し、引下げを行うことが適当である。」という内容であった。特別給（期末手

当・勤勉手当）の改定に当たっては、「民間における特別給（賞与）の支給状況を勘案

し、年間の支給月数を０．１５月引き下げ、４．４５月とする。なお、支給月数の引下

げ分については、民間の特別給（賞与）における考課査定分の配分状況等を考慮し、期
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末手当から差し引くこととする。」とし、改定の実施方法については、「勧告を実施する

ための条例の公布の日から実施することが適当」という内容であった。 

   区は、この報告を踏まえ、職員団体と交渉した結果、特別区人事委員会報告どおり

の内容で、職員の給与を改定する条例案を区議会に提出する準備を進めている。 

 

（３）港区の状況について 

区の人口は、令和３年１１月１日現在、約２５万７，６００人で、前年と比較して約 

１，９００人減少している。平成８年以降継続して増加してきた人口は、令和２年６月

以降、一部の月を除き減少傾向が続いている。 

区財政については、令和２年度決算（普通会計ベース）において、歳入は、歳入の根

幹を成す特別区民税や特別区たばこ税が、前年度比３３億円、３．９％減の８２９億円

となった一方、新型コロナウイルス感染症対策に係る国庫支出金等の増加となり、全体

では前年度比２５４億円、１６．０％増の１，８４３億円となった。 

歳出は、国の緊急対策である特別定額給付金の給付、特別融資あっせん実施、エンジ

ョイ・ディナー事業の実施などの取組によって、前年度比２１１億円、１４．０％増の

１，７１０億円となった。 

財政の弾力性（自治体財政の自由度）を示す総合的指標である経常収支比率は、令和

２年度は児童発達支援センターやみなと科学館の開設に伴う経常経費の増や特別区税

等の減収により、前年度比４．５ポイント増の７４．６％となった。これは、一般的に

適正な水準といわれている７０％から８０％の水準に位置し、特別区全体の平均値であ

る８１．９％と比較しても低い数値であることから、区の財政は他区と比較して弾力的

で、新たな区民ニーズにも対応できるといえる。 

また、自治体の財政力を判断する指標である財政力指数は、１．２６となっている。

特別区全体の平均値である０．５４と比較しても高い数値であることから、区は他区と

比較して安定的な財政運営を行っているといえ、経常収支比率、財政力指数ともに、高

い財政力が示されているといえる。 

今後の見通しについては、区の歳入の根幹を成す特別区民税収入が、新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大の影響によりこれまでの増収傾向から減収に転じると見込んで

いたものの、令和３年度の特別区民税当初課税段階では、前年度の水準を維持している。

しかし、依然として景気の先行きは不透明であり、景気動向が特別区民税収入に与える

影響を慎重に見極めていく必要がある。 

同じく歳出は、厳しい財政状況の中にあっても、赤坂中学校等改築などの施設整備を

予定しており、また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の対策として有効な行政手

続のオンライン化、キャッシュレス化など、区民が新しい技術の恩恵を享受できる社会
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を実現するためのＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）への取組や世界的な気

候変動への対応としてのゼロカーボンシティへ向けた取組、感染症の感染拡大の経験を

踏まえたまちづくりの推進など、新たな社会課題への対応を的確かつ迅速に取り組み、

港区基本計画における計画事業を着実に実施するとしている。 

 

 

（４）職責の重要性について 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、このところ収束に向かう兆しがあるが、区

民生活や地域経済に極めて深刻な影響を及ぼし、人々の暮らしや働き方にも影響を与え、

区民の生活意識や行動は大きく変化している。 

これに対して区は、感染症の感染拡大当初から対策を進め、令和３年度当初予算にお

いて、ワクチン接種や中小企業者への特別融資あっせんなど、様々な対策に約７９億円

を計上するとともに、５回の補正予算を編成し、感染症拡大のいち早い収束と、区民生

活や地域経済を守るための取組を迅速かつ積極的に進めてきた。 

ワクチン接種においては、他区や東京都と合同で東京ドームでの実施や、深夜や区民

以外でもワクチン接種できる環境を整え、感染拡大防止に取り組んでいる。 

また、感染症の感染拡大の影響が長期化していることにより、経済的な影響が大きい

ひとり親家庭を対象に夕食を提供するエンジョイ・ディナー事業を拡充し、経済的な支

援を必要とする子育て世帯を対象に、利用者が選択した食料品や日用品を配送するエ

ンジョイ・セレクト事業を実施している。 

さらに、７月から、起業に必要な経費の一部を補助する創業再チャレンジ支援事業の

開始、過去最大となる総額１５億円分のプレミアム付き区内共通商品券の発行を支援

し、区内共通商品券の電子化についても迅速に検討を進め、また、キャッシュレスで

「トキメク、ミナトク。」地元応援キャンペーンを実施するなど、区民の暮らしや区内

産業の早期回復に向けた施策を実施している。 

区財政の厳しい状況が見込まれる中、区は、いかなる状況下にあっても、これまで計

画的に積み立てをしてきた各基金をそれぞれの設置目的に沿って最大限活用するなど、

あらゆる手法による財源の確保と効果的な事業構築などにより、基幹的な区民サービ

スを維持しつつ、新型コロナウイルス感染症感染拡大対策などの突発的、緊急的な行政

需要に対しても、迅速かつ積極的・戦略的な政策の立案、実施を行う必要がある。 

そのため、行政運営と執行機関の最高責任者としての区長をはじめとした特別職は、

より一層高度な判断力、実行力が求められ、その役割と職責は極めて重要性を増してい

る。 

区議会議員については、本会議、委員会等議会活動を通して執行機関のチェック機能
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を果たすとともに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大がもたらした不安からくる区

民要望への対応など、住民福祉の向上に向けて担う役割と職責はますます重要なものと

なっている。 

 

 

４ 結論 

今回の結論を出すに当たり、本審議会では、特別区人事委員会、東京都人事委員会及び

人事院の勧告を参考としながら、主に特別区人事委員会が実施した民間給与実態調査の

内容を踏まえ、慎重に審議を行った。 

区財政を支える特別区民税は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、減

収に転じると見込んでいたが、令和３年度の当初課税段階においては、前年度の水準を維

持している。また、港区の商店街の実態では、一部の業種ではコロナ禍において売上げが

大幅に伸びていることもあり、格差が広がっている。そのため、特別区人事委員会勧告の

ように全体の平均値とすると実態が見えなくなってしまうことから、月例給の据置きに

は同意するが、期末手当の引下げについては保留としたいという意見もあった。 

しかし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、港区においても商店の廃

業や従業員の削減など地域経済は厳しい状況にあり、当初課税額は前年度の水準を維持

しているものの、今後の見通しは不透明であることや、人口減少による来年度以降の特別

区民税の課税額への影響も懸念されることなどから、特別区人事委員会の勧告どおり、月

例給は据置き、期末手当を引き下げるべきという意見が多数であった。 

これらの審議を踏まえ、一昨年から引き続くコロナ禍の影響に伴う厳しい区民生活に

鑑み、特別区人事委員会勧告に準じて、区議会議員の議員報酬及び特別職の給料はいずれ

も据置くが、区議会議員及び特別職の期末手当は、それぞれ引き下げることが妥当である

との結論に至った。 

 

（１）区議会議員の議員報酬及び特別職の給料について 

据置きとする。 

 

（２）区議会議員及び特別職の期末手当について 

ア 改定額 

期末手当を０．１５月引き下げる。 

イ 実施時期 

条例の公布の日 
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